
別紙２

後援会規約あおもり花子

第１条（名称・所在地）

あおもり花子 青森県青森市本会は、 後援会と称し、主たる事務所を

に置く。

第２条（目的）

本会は、 氏の政治活動を後援することにより、 政の発展と 民生活の向青森 花子 県 県

上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第３条（事業）

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

１ 講演会、座談会等の開催

２ 会報等の発刊及び配布

３ 関係諸団体との連携

４ その他本会の目的達成のために必要な事業

第４条（会員）

本会は、第２条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

第５条（役員）

本会に次の役員をおく。

会長 １名

副会長 ２名

幹事 若干名

会計責任者 １名

監事 ２名

第６条（役員の選出及び任期）

１ 役員は、総会において選出する。

２ 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。

第７条（会議）

１ 会長は、毎年１回の通常総会その他必要に応じ、臨時総会を招集する。

２ 会長は、必要に応じ役員会を招集する。

第８条（経費）

本会の経費は、会費（年額 円）、寄附金その他の収入をもって充当する。３，０００

第９条（会計年度及び会計監査）

１ 本会の会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。

２ 会計責任者は、本会の経理につき年１回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総

会に報告する。

第 条（規約の改廃）10

本規約の改廃は、総会において決定する。

第 条（補則）11

本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附 則

本規約は、平成 年 月 日から実施する。△△ ８ １

（注意）

これは、後援会の場合の見本であり、様式は必ずしもこれによる必要はありませんが、以下の

事項は必ず定めてください。

①名称及び所在地に関する規定 ②目的に関する規定（後援会の場合は、被後援者の氏名の明

記、非後援団体の場合は、政治目的であることが明確に分かる内容） ③会計年度に関する規定

④規約の実施年月日に関する規定（附則）

＜政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 記載例＞ 
（（後援会の規約の例）政治団体内部で決定した内容を記載してください。） 

＜政治団体の名称＞ 
 政治団体設立届に記載している名称と一致
している必要があります。 

＜主たる事務所の所在地＞ 
 政治団体設立届に記載している所在地と一
致している必要があります。なお、主たる事
務所が所在する市町村名のみの記載として
も結構です。 

＜政治団体の目的＞ 
 後援会の場合、支援又は推薦する候補者
を定めておく必要がありますので、被後援者
の氏名を明記してください。 
 

＜役員、役員の選出及び任期＞ 
 これはあくまで記載例ですので、必ずしも
このとおりの役職、人数である必要はありま
せん。また、選出方法、任期についても、こ
のとおりである必要はありません。 

＜経費＞ 
 後援会が定めた会費の額を記載してくださ
い。 
 なお、法人その他の団体が、政治団体（政
党・政治資金団体を除く。）の規約に定める
会費を支払った場合、それは「寄附」とみなさ
れる（法第５条第２項）こととなっており、禁止
されています。（法第２１条第１項） 

＜会計年度及び会計監査＞ 
 収支報告書には、毎年１～１２月までのす
べての収入及び支出について記載すること
になっていますので、会計年度は１～１２月
までとしてください。  

＜附則＞ 
・ 「政治団体設立届」における「組織年月日」、
「選任年月日」と一致している必要があります。 
 

＜注意＞ 
・ この記載例は、後援会の場合の見本です。政治団体の目的、事業内容、役員の構成等
については、各政治団体において定めてくださるようお願いします。 
・ この記載例によらない場合でも、①名称及び所在地に関する規定、②目的に関する規定
（後援会の場合は、被後援者の氏名の明記、非後援団体の場合は、政治目的であることが
明確に分かる内容）、③会計年度に関する規定、④規約の実施年月日に関する規定（附
則）につきましては、必ず定めてください。 

＜事業＞ 
 行うこととしている事業を記載してください。 

※ 会員、会議、規約の改廃及び補則につ
いては、上記に注意書きを付していませんが、
各政治団体において適切に定めてくださるよ
うお願いします。 


